
4月1日に施行される改正労働基準法において、残業に対する賃金の割増率が大幅に引き上げられること
になりました。これにより、月60時間を超える残業については、賃金の割増率が「50％以上」となります。
これは、企業にとっては少なからず負担となるでしょう。
中小企業には3年間の猶予期間が与えられますが、その際の基準は、資本金の総額と、「常に働いている従
業員の人数」なのです。
これは考え方を変えると、派遣社員などを積極的に活用する機会かも知れません。

すっかり春の陽気になり、春の風が気持ちよく過ごしやすい季節になりました。
これまで『桃ＭＯＭＯ通信』は派遣関連の情報を中心に皆様にお届けして参りました。次回からは一部内容を
変えて、より皆様のお役に立てる情報をお届けしていきたいと考えております。

今後とも㈱桃を宜しくお願いいたします。

株式会社 桃ｍｏｍｏ 担当：中山

〒860-0001 熊本市千葉城町5-50 熊本メディアビル4Ｆ
ＴＥＬ 096-319-8011 ＦＡＸ 096-319-8012

一般労働派遣事業 般4３-300030

《 桃ＭＯＭＯ活動 》

３月の桃が関わったイベントの一部をいくつかご紹介いたします。

◇イベント◇
◎第４回 “光”ものがたり大賞 ～「わたしのくまもと」ふれあい作文コンクール～
小・中学生を対象に「わたしのくまもと～伝えたい、わたしの熱い思い～」をテーマに地域の歴史や自然で感じたこと、
わたしの住む町で体験したことなどの作文コンクール。映像制作及び表彰式のお手伝いをさせていただきました。
朗読は桃タレント「立田 絢」が担当。

ＮＴＴ西日本 http://www.ntt-west.co.jp/kumamoto/

◎ＭＩＫＡ Marimba Gadd Groove！
ステージ演出、運営を担当しました。
熊本県天草市出身の世界的マリンバ奏者ＭＩＡＫさんと世界のトッププレーヤー達とのセッション。
今年はスティーブ・ガッドプロデュースによるアルバムを記念しての凱旋コンサートということもあり、大盛況でした。

◎「熊本よかBuy運動」テーマソング
熊本商工会議所を中心に動き始めている「熊本よかＢｕｙ運動」のテーマソングを制作。作詞・作曲「高橋よしえ」
3/26 熊本城お城まつりで開催された「よかＢｕｙ宴遊会」で発表会が行われ、くまモン（熊本県のキャラクター）、
フラガール達とともにパフォーマンスしました。

その他、各イベントやタレントの活動などホームページにアップしておりますので、是非ご覧ください。

http://www.momo-j.net 桃ＭＯＭＯの活動報告
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《やってみよう一般常識テスト》

①憲法や法律の範囲内で、内閣が定める命令を何という？ ②株式会社が長期の資金調達のために発行する有価証券とは？

③インターネット技術を活用した企業内情報システムとは？ ④通常国会の会期は何日間？

⑤代金決裁を省略し、物々交換に似た形式をとる国際貿易の方法とは？

⑥ある商品の生産販売を比較的少数の企業が支配している状態とは？

※答えは桃MOMO通信の右下にあります。

答え

①政令 ②社債

③イントラネット ④１５０日感

⑤バーター貿易 ⑥寡占

http://www.ntt-west.co.jp/kumamoto/
http://www.momo-j.net/

